
【記入例】四国銀行カードローン4’S利用申込書

ご注意事項
●お申込みをされるご本人さまが必ずご記入ください。
●ご記入例をご覧になり、ボールペンで強くご記入ください。
●審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、予めご了承ください。
●万一、ご利用いただけない場合でも、申込書は返却できません。ご了承ください。
●本申込書の4枚目（お客さま控）、5枚目、6枚目はお客さまが大切に保管ください。

株式会社四国銀行  御中
保証委託先  アコム株式会社  御中
私は、別紙の「四国銀行カードローン4’S取引規定」、「保証委託約款」、「個人情報の取扱いに関する同意書」、「四国銀行ローンカード規定」
の各条項に同意の上、アコム株式会社を連帯保証人として株式会社四国銀行に「四国銀行カードローン4’S」の利用を申込みます。

◆ご印鑑は不要です。
◆お申込みの前に、「四国銀行カードローン4’S取引規定」「保証委託約款」「個人情報の取扱いに関する同意書」、「四国銀行ローンカード規定」をよくお読みください。
◆FAXでご送付いただいた場合は、当行において判読可能な状態で受信し印字された本申込書が原本となります。
◆審査の結果、ご希望に添いかねる場合もございますので、予めご了承ください。
◆記載事項に訂正や誤記がある場合等は、お客さまへ確認のうえ訂正させていただくことがあります。
◆申込みと同時に新規に普通預金口座を開設する場合、ご返済用預金口座のお届け欄は、お客さまへご確認のうえ当行が記入する場合がございます。

四国銀行カードローン4’S利用申込書

お客さまへ

個人情報の取扱いに関する同意について
四国銀行カードローン4’Sの申込みにあたり、貴行およびア
コム株式会社に対し、本申込書6枚目の「個人情報の取扱い
に関する同意書」の内容について同意します。
ご署名
（自署）

口　座　開　設　日

カードローン口座番号

取引店番

在籍確認 確認日 確認印

取引店名

年　　　月　　　日

〔銀行使用欄〕

保 　 証 　 番 　 号

申込日

ご職業
□正社員　 □自営業　 □嘱託・派遣・契約社員　 □アルバイト　 □パート　 □期間工・季節工

□年金受給者（受給開始年月：　　年　　月）　□専業主婦

フリガナ

会社名

所在地

電　話 内線

人
入　社
年　月

フリガナ

会社名

所在地

【出向、派遣、副業先：  有　・　無  】※“有”を選択された方は下の欄をご記入ください。

会社事
業内容

　　　　　　年　　　  月　　　  日
フリガナ

持家 賃貸 社宅
1． 自己所有一戸建て
2． 自己所有マンション
3． 家族所有一戸建て
4． 家族所有マンション

入居年月 昭和・平成・令和 年　　　月

千円 千円 千円

うち自己負担

千円
千円

1． 一戸建て
2． マンション
3． アパート
4． 公団
5． 公営

1． 一戸建て
2． マンション
3． アパート
4． 寮

＜現在のお借入状況＞

＜ご返済用預金口座のお届け＞

＜暗証番号のお届け＞

お借入状況につい

てご記入ください。

金融機関
（うち住宅ローン）
信販・クレジットカード会社
消費者金融会社

件
件
件
件

千円
千円
千円
千円

件 千円合計

〒　　　　－

（　　　　  ）　　　　  －

（　　　　  ）　　　　  －

（　　　　  ）　　　　  －

都　道
府　県

1.　ご本人
2.　（　　　　）

1.　ご本人
2.　（　　　　）

1.　事務
2.　営業
3．　販売
4．　労務
5．　運転手
6．　技能

1.　社会保険
2.　組合保険
3．　共済保険
4．　日雇保険
5．　船員保険
6．　国民健康保険

1.　固定給
2.　一部歩合給

電話番号

  7.　技術
  8.　個人経営
  9．　法人経営
10．　接客

  3.　完全歩合給
 

お仕事の内容 保険種類

振込による借入を希望する。 ご契約と同時に振込によるお借入れを
希望される方は「○」をご記入ください。

お振込口座 上記ご返済用預金口座と同一になります。

振込借入希望金額（1万円単位） 万円

収入形態 年収

市　区
　　郡

氏名

（アパート・マンション名、部屋番号等までご記入ください。）

1.新規申込  2.利用限度額増額申込 太ワクの中をご本人さまがすべてご記入ください。

（有・無）

申込区分
フリ
ガナお

　
名
　
前

旧
　
　
姓

お

住

ま

い

毎
月
の
家
賃

毎
月
の
使
用
料

毎月返済

ボーナス返済（年間）

ご
　
住
　
所

自
宅

携
帯

名
義

名
義

申
　
込
　
人

電
　
　
話 （ ） うち自己負担

千円（ ）

〒　　　　－ 都　道
府　県

昭和
平成
令和

年　　月

市　区
　　郡

社
員
数

下記全項目をご記入ください
「保険種類」「年収」のみご記入ください

出
向
先

（　　　　  ）　　　　  －

お
申
込
ご
本
人
に
つ
い
て

お
勤
め
先
に
つ
い
て

□支　店
□出張所ご返済用預金口座

（ご本人名義に限ります）

四国銀行
普通預金 口座

番号

暗証番号の決定にあたっては、暗号
届（3枚目）に記載しておりますご注意
いただきたい事項をご参照ください。

暗証
番号 3枚目にご記入ください。3枚目にご記入ください。

ご契約と同時（カード到着前）にお借入れを希望される方は、以下の欄にご記入ください。
なお、お借入希望額がご利用限度額を超える場合は、ご利用限度額とさせていただきます。

1.　新聞　2.　テレビ・ラジオ
3.　インターネット（広告、当行HP、ブログ、SNS、ポータルサイト、他）
4.　銀行（ポスター、ATM、ホームページ、ダイレクトメール、他）
5.　交通機関（電車、バス、他）　6.　紹介（知人、行員、他）
7.　その他（

アンケート（4’Sを何でお知りになりましたか？）

※

審
査
の
結
果
、ご
希
望
に
添
い
か
ね
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。そ
の
場
合
、本
申
込
書
は
ご
返
却
で
き
ま
せ
ん
の
で
、あ
わ
せ
て
お
含
み
お
き
く
だ
さ
い
。

FA
X
1
枚
目
/3

FA
X
送
信
方
向

FA
X
  0
8
8
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2
2
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0
8
1

１枚目

＜お振込希望額＞

住
宅
ロ
ー
ン
ご
利
用
の
場
合

○○
シ    ギン　    タ    ロウ

780

088 000 0000
100

200000 0000 0000

8605

四 銀　太 郎

高知

高知 高知

南はりまや町 1－1－1
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○

○
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○

○

○
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4
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○　○
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088 000 0000
製造業

0000
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1234
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○
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○

○

○
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四 銀　太 郎

1
1
1
0
2

20,000
20,000
500
0

20,500

1 2 3 4 5 6 7

1 0

お借入れがない場合は
「0」をご記入ください。

申込時点で当行にご返済用
預金口座をお持ちの方はご
記入ください。

ローンカードが到着するま
でにお借入れを希望される
場合は希望金額をご記入く
ださい。

四国銀行カードローン
4’Sを何でお知りになっ
たかをご記入ください。

本申込書6枚目の「個人情報の取扱いに関する
同意書」を確認し、同意したうえでお申込みに
なるご本人さまが自署願います。

フリガナも必ずご記入くだ
さい。

・郵便番号をお忘れなくご
　記入ください。
・アパート・マンション名、
　部屋番号までご記入くだ
　さい。

専業主婦の方は「世帯年収」
を、年金受給者の方は「年金
の年間受取額合計」をご記入
ください。

郵便番号をお忘れなくご記入
ください。

専業主婦の方は配偶者の方に
ついてご記入下さい。

主婦の方年金受給者の方も
ご記入下さい。

2022. 03. 20,000（D）

F A X
の場合

FAX送信ページ1～3、本人確認書類の写し（※1）、収入証明書類の写し（※2）を送信してください。
※1：運転免許証・健康保険証・パスポート等　※2：ご希望のご利用限度額に応じて、収入証明書類が必要となる場合がございます。詳しくは0120-045-989へご確認ください。

088‒822‒5081

○

検　印
受 付 店
店番店名

本人確認 受　付

2022. 03

生年月日

昭和・平成 満 1．男

2．女

1． 独身　2． 既婚

年　　月　　日
歳

人

年齢 性別 本人と家族（扶養）人数

（  内お子様の人数　　　 人）

人数（扶養家族＋本人）　 

万円
※専業主婦の方は世帯年収

・どの選択肢に該当するか
　ご不明の場合は「嘱託・
　派遣・契約社員」を選ん
　で下さい。

ご記入日をお書きください。



株式会社四国銀行  御中
保証委託先  アコム株式会社  御中
私は、別紙の「四国銀行カードローン4’S取引規定」、「保証委託約款」、「個人情報の取扱いに関する同意書」、「四国銀行ローンカード規定」
の各条項に同意の上、アコム株式会社を連帯保証人として株式会社四国銀行に「四国銀行カードローン4’S」の利用を申込みます。

◆ご印鑑は不要です。
◆お申込みの前に、「四国銀行カードローン4’S取引規定」「保証委託約款」「個人情報の取扱いに関する同意書」、「四国銀行ローンカード規定」をよくお読みください。
◆FAXでご送付いただいた場合は、当行において判読可能な状態で受信し印字された本申込書が原本となります。
◆審査の結果、ご希望に添いかねる場合もございますので、予めご了承ください。
◆記載事項に訂正や誤記がある場合等は、お客さまへ確認のうえ訂正させていただくことがあります。
◆申込みと同時に新規に普通預金口座を開設する場合、ご返済用預金口座のお届け欄は、お客さまへご確認のうえ当行が記入する場合がございます。

四国銀行カードローン4’S利用申込書

お客さまへ

個人情報の取扱いに関する同意について
四国銀行カードローン4’Sの申込みにあたり、貴行およびア
コム株式会社に対し、本申込書6枚目の「個人情報の取扱い
に関する同意書」の内容について同意します。
ご署名
（自署）

口　座　開　設　日

カードローン口座番号

取引店番

在籍確認 確認日 確認印

取引店名

年　　　月　　　日

〔銀行使用欄〕

保 　 証 　 番 　 号

申込日

ご職業
□正社員　 □自営業　 □嘱託・派遣・契約社員　 □アルバイト　 □パート　 □期間工・季節工

□年金受給者（受給開始年月：　　年　　月）　□専業主婦

フリガナ

会社名

所在地

電　話 内線

人
入　社
年　月

フリガナ

会社名

F A X
の場合

FAX送信ページ1～3、本人確認書類の写し（※1）、収入証明書類の写し（※2）を送信してください。
※1：運転免許証・健康保険証・パスポート等　※2：ご希望のご利用限度額に応じて、収入証明書類が必要となる場合がございます。詳しくは0120-045-989へご確認ください。

所在地

【出向、派遣、副業先：  有　・　無  】※“有”を選択された方は下の欄をご記入ください。

会社事
業内容

　　　　　　年　　　  月　　　  日
フリガナ 生年月日

持家 賃貸 社宅
1． 自己所有一戸建て
2． 自己所有マンション
3． 家族所有一戸建て
4． 家族所有マンション

入居年月 昭和・平成・令和 年　　　月

千円 千円 千円

うち自己負担

千円
千円

1． 一戸建て
2． マンション
3． アパート
4． 公団
5． 公営

1． 一戸建て
2． マンション
3． アパート
4． 寮

昭和・平成 満 1．男

2．女

1． 独身　2． 既婚

＜現在のお借入状況＞

＜ご返済用預金口座のお届け＞

＜暗証番号のお届け＞

（  内お子様の人数　　　 人）

お借入状況につい

てご記入ください。

金融機関
（うち住宅ローン）
信販・クレジットカード会社
消費者金融会社

件
件
件
件

千円
千円
千円
千円

件 千円合計

年　　月　　日
歳

人人数（扶養家族＋本人）　 

年齢 性別 本人と家族（扶養）人数

〒　　　　－

（　　　　  ）　　　　  －

（　　　　  ）　　　　  －

（　　　　  ）　　　　  －

都　道
府　県

1.　ご本人
2.　（　　　　）

1.　ご本人
2.　（　　　　）

1.　事務
2.　営業
3．　販売
4．　労務
5．　運転手
6．　技能

1.　社会保険
2.　組合保険
3．　共済保険
4．　日雇保険
5．　船員保険
6．　国民健康保険

1.　固定給
2.　一部歩合給

電話番号

088‒822‒5081

  7.　技術
  8.　個人経営
  9．　法人経営
10．　接客

  3.　完全歩合給
 

万円
※専業主婦の方は世帯年収

お仕事の内容 保険種類

振込による借入を希望する。 ご契約と同時に振込によるお借入れを
希望される方は「○」をご記入ください。

お振込口座 上記ご返済用預金口座と同一になります。

振込借入希望金額（1万円単位） 万円

収入形態 年収

市　区
　　郡

氏名

（アパート・マンション名、部屋番号等までご記入ください。）

1.新規申込  2.利用限度額増額申込 太ワクの中をご本人さまがすべてご記入ください。

（有・無）

申込区分
フリ
ガナお

　
名
　
前

旧
　
　
姓

お

住

ま

い

毎
月
の
家
賃

毎
月
の
使
用
料

毎月返済

ボーナス返済（年間）

ご
　
住
　
所

自
宅

携
帯

名
義

名
義

申
　
込
　
人

電
　
　
話 （ ） うち自己負担

千円（ ）

〒　　　　－ 都　道
府　県

昭和
平成
令和

年　　月

市　区
　　郡

社
員
数

下記全項目をご記入ください
「保険種類」「年収」のみご記入ください

出
向
先

（　　　　  ）　　　　  －

お
申
込
ご
本
人
に
つ
い
て

お
勤
め
先
に
つ
い
て

□支　店
□出張所ご返済用預金口座

（ご本人名義に限ります）

四国銀行
普通預金 口座

番号

暗証番号の決定にあたっては、暗号
届（3枚目）に記載しておりますご注意
いただきたい事項をご参照ください。

暗証
番号 3枚目にご記入ください。3枚目にご記入ください。

ご契約と同時（カード到着前）にお借入れを希望される方は、以下の欄にご記入ください。
なお、お借入希望額がご利用限度額を超える場合は、ご利用限度額とさせていただきます。

1.　新聞　2.　テレビ・ラジオ
3.　インターネット（広告、当行HP、ブログ、SNS、ポータルサイト、他）
4.　銀行（ポスター、ATM、ホームページ、ダイレクトメール、他）
5.　交通機関（電車、バス、他）　6.　紹介（知人、行員、他）
7.　その他（

アンケート（4’Sを何でお知りになりましたか？）

※

審
査
の
結
果
、ご
希
望
に
添
い
か
ね
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。そ
の
場
合
、本
申
込
書
は
ご
返
却
で
き
ま
せ
ん
の
で
、あ
わ
せ
て
お
含
み
お
き
く
だ
さ
い
。

FA
X
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枚
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8
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8
1

１枚目

＜お振込希望額＞

検　印
受 付 店
店番店名

本人確認 受　付

住
宅
ロ
ー
ン
ご
利
用
の
場
合

2022. 03



株式会社四国銀行  御中
保証委託先  アコム株式会社  御中
私は、別紙の「四国銀行カードローン4’S取引規定」、「保証委託約款」、「個人情報の取扱いに関する同意書」、「四国銀行ローンカード規定」
の各条項に同意の上、アコム株式会社を連帯保証人として株式会社四国銀行に「四国銀行カードローン4’S」の利用を申込みます。

四国銀行カードローン4’S保証依頼書（兼保証委託契約書）

個人情報の取扱いに関する同意について
四国銀行カードローン4’Sの申込みにあたり、貴行およびア
コム株式会社に対し、本申込書6枚目の「個人情報の取扱い
に関する同意書」の内容について同意します。
ご署名
（自署）

お客さまへ
◆ご印鑑は不要です。
◆お申込みの前に、「四国銀行カードローン4’S取引規定」「保証委託約款」「個人情報の取扱いに関する同意書」、「四国銀行ローンカード規定」をよくお読みください。
◆FAXでご送付いただいた場合は、当行において判読可能な状態で受信し印字された本申込書が原本となります。
◆審査の結果、ご希望に添いかねる場合もございますので、予めご了承ください。
◆記載事項に訂正や誤記がある場合等は、お客さまへ確認のうえ訂正させていただくことがあります。
◆申込みと同時に新規に普通預金口座を開設する場合、ご返済用預金口座のお届け欄は、お客さまへご確認のうえ当行が記入する場合がございます。

口　座　開　設　日

カードローン口座番号

取引店番

在籍確認 確認日 確認印

取引店名

年　　　月　　　日

〔銀行使用欄〕

保 　 証 　 番 　 号

生年月日

昭和・平成 満 1．男

2．女

1． 独身　2． 既婚

年　　月　　日
歳

人人数（扶養家族＋本人）　 

年齢 性別 本人と家族（扶養）人数

（  内お子様の人数　　　 人）

申込日

ご職業

フリガナ

会社名

所在地

電　話 内線

人
入　社
年　月

フリガナ

会社名

所在地

【出向、派遣、副業先：  有　・　無  】※“有”を選択された方は下の欄をご記入ください。

会社事
業内容

　　　　　　年　　　  月　　　  日
フリガナ

千円 千円 千円

うち自己負担

千円
千円

＜現在のお借入状況＞

＜ご返済用預金口座のお届け＞

お借入状況につい

てご記入ください。

金融機関
（うち住宅ローン）
信販・クレジットカード会社
消費者金融会社

件
件
件
件

千円
千円
千円
千円

件 千円合計

〒　　　　－

（　　　　  ）　　　　  －

（　　　　  ）　　　　  －

（　　　　  ）　　　　  －

都　道
府　県

1.　ご本人
2.　（　　　　）

1.　ご本人
2.　（　　　　）

1.　事務
2.　営業
3．　販売
4．　労務
5．　運転手
6．　技能

1.　社会保険
2.　組合保険
3．　共済保険
4．　日雇保険
5．　船員保険
6．　国民健康保険

1.　固定給
2.　一部歩合給

電話番号

  7.　技術
  8.　個人経営
  9．　法人経営
10．　接客

お仕事の内容 保険種類

収入形態 年収

市　区
　　郡

氏名

（アパート・マンション名、部屋番号等までご記入ください。）

1.新規申込  2.利用限度額増額申込 太ワクの中をご本人さまがすべてご記入ください。

（有・無）

申込区分
フリ
ガナお

　
名
　
前

旧
　
　
姓

お

住

ま

い

毎
月
の
家
賃

毎
月
の
使
用
料

ご
　
住
　
所

自
宅

携
帯

名
義

名
義

申
　
込
　
人

電
　
　
話 （ ） うち自己負担

千円（ ）

〒　　　　－ 都　道
府　県

年　　月

市　区
　　郡

社
員
数

出
向
先

（　　　　  ）　　　　  －

お
申
込
ご
本
人
に
つ
い
て

お
勤
め
先
に
つ
い
て

□支　店
□出張所ご返済用預金口座

（ご本人名義に限ります）

四国銀行
普通預金 口座

番号

※

審
査
の
結
果
、ご
希
望
に
添
い
か
ね
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。そ
の
場
合
、本
申
込
書
は
ご
返
却
で
き
ま
せ
ん
の
で
、あ
わ
せ
て
お
含
み
お
き
く
だ
さ
い
。

FA
X
2
枚
目
/3

FA
X
送
信
方
向

FA
X
  0
8
8
-8
2
2
-5
0
8
1

２枚目

□年金受給者（受給開始年月：　　年　　月）　□専業主婦

下記全項目をご記入ください
「保険種類」「年収」のみご記入ください

振込による借入を希望する。 ご契約と同時に振込によるお借入れを
希望される方は「○」をご記入ください。

お振込口座 上記ご返済用預金口座と同一になります。

振込借入希望金額（1万円単位） 万円

ご契約と同時（カード到着前）にお借入れを希望される方は、以下の欄にご記入ください。
なお、お借入希望額がご利用限度額を超える場合は、ご利用限度額とさせていただきます。

＜お振込希望額＞

1.　新聞　2.　テレビ・ラジオ
3.　インターネット（広告、当行HP、ブログ、SNS、ポータルサイト、他）
4.　銀行（ポスター、ATM、ホームページ、ダイレクトメール、他）
5.　交通機関（電車、バス、他）　6.　紹介（知人、行員、他）
7.　その他（

アンケート（4’Sを何でお知りになりましたか？）

持家 賃貸 社宅
1． 自己所有一戸建て
2． 自己所有マンション
3． 家族所有一戸建て
4． 家族所有マンション

1． 一戸建て
2． マンション
3． アパート
4． 公団
5． 公営

1． 一戸建て
2． マンション
3． アパート
4． 寮

毎月返済

ボーナス返済（年間）

入居年月 年　　　月

  3.　完全歩合給

住
宅
ロ
ー
ン
ご
利
用
の
場
合

F A X
の場合

FAX送信ページ1～3、本人確認書類の写し（※1）、収入証明書類の写し（※2）を送信してください。
※1：運転免許証・健康保険証・パスポート等　※2：ご希望のご利用限度額に応じて、収入証明書類が必要となる場合がございます。詳しくは0120-045-989へご確認ください。

088‒822‒5081

昭和・平成・令和

昭和
平成
令和

2022. 03

万円
※専業主婦の方は世帯年収

□正社員　 □自営業　 □嘱託・派遣・契約社員　 □アルバイト　 □パート　 □期間工・季節工



株式会社四国銀行  御中
私は四国銀行カードローン4’S取引に使用するカード暗証番号を次のとおりお届けし、カード取引を申込します。

四国銀行カードローン4’Sカード発行依頼書兼暗証番号届

生年月日

〔例〕昭和42年5月8日生まれの場合
4205
4208
0508
4258
1967

2222、8888など4桁とも同一数字
1234、7654など連続する数字（昇順・降順とも）
電話番号の下4桁と同一数字

誕生年（和暦）＋誕生月と同一
誕生年（和暦）＋誕生日と同一
誕生月＋誕生日と同一
誕生年（和暦）＋誕生月＋誕生日と同一
誕生年（西暦）4桁と同一

同一数字
連続数字
電話番号

暗証番号は必ずご記入下さい

ダイレクトセンター
検　印 係　印

口　座　開　設　日

カードローン口座番号

取引店番

在籍確認 確認日 確認印

取引店名

年　　　月　　　日

〔銀行使用欄〕

保 　 証 　 番 　 号

生年月日

昭和・平成 満

年　　月　　日
歳

年齢
申込日 　　　　　　年　　　  月　　　  日

フリガナ

以下の暗証番号によるお取扱いはできませんので、ご注意ください。
＜登録できない暗証番号の例＞

・カードローンカード
・本人のみ
・カード契約区分1
・カード種類18

〒　　　　－
都　道
府　県

市　区
　　郡

氏名

（アパート・マンション名、部屋番号等までご記入ください。）

新規申込

（有・無）

申込区分
フリ
ガナお

　
名
　
前

旧
　
　
姓

ご
　
住
　
所

申
　
込
　
人

お
申
込
ご
本
人
に
つ
い
て

暗　証　番　号

※

審
査
の
結
果
、ご
希
望
に
添
い
か
ね
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。そ
の
場
合
、本
申
込
書
は
ご
返
却
で
き
ま
せ
ん
の
で
、あ
わ
せ
て
お
含
み
お
き
く
だ
さ
い
。

FA
X
3
枚
目
/3

FA
X
送
信
方
向

FA
X
  0
8
8
-8
2
2
-5
0
8
1

３枚目

F A X
の場合

FAX送信ページ1～3、本人確認書類の写し（※1）、収入証明書類の写し（※2）を送信してください。
※1：運転免許証・健康保険証・パスポート等　※2：ご希望のご利用限度額に応じて、収入証明書類が必要となる場合がございます。詳しくは0120-045-989へご確認ください。

088‒822‒5081

2022. 03



株式会社四国銀行  御中
保証委託先  アコム株式会社  御中
私は、別紙の「四国銀行カードローン4’S取引規定」、「保証委託約款」、「個人情報の取扱いに関する同意書」、「四国銀行ローンカード規定」
の各条項に同意の上、アコム株式会社を連帯保証人として株式会社四国銀行に「四国銀行カードローン4’S」の利用を申込みます。

四国銀行カードローン4’S利用申込書（お客さま控）

個人情報の取扱いに関する同意について
四国銀行カードローン4’Sの申込みにあたり、貴行およびア
コム株式会社に対し、本申込書6枚目の「個人情報の取扱い
に関する同意書」の内容について同意します。
ご署名
（自署）

お客さまへ
◆ご印鑑は不要です。
◆お申込みの前に、「四国銀行カードローン4’S取引規定」「保証委託約款」「個人情報の取扱いに関する同意書」、「四国銀行ローンカード規定」をよくお読みください。
◆FAXでご送付いただいた場合は、当行において判読可能な状態で受信し印字された本申込書が原本となります。
◆審査の結果、ご希望に添いかねる場合もございますので、予めご了承ください。
◆記載事項に訂正や誤記がある場合等は、お客さまへ確認のうえ訂正させていただくことがあります。
◆申込みと同時に新規に普通預金口座を開設する場合、ご返済用預金口座のお届け欄は、お客さまへご確認のうえ当行が記入する場合がございます。

生年月日

昭和・平成 満 1．男

2．女

1． 独身　2． 既婚

年　　月　　日
歳

人人数（扶養家族＋本人）　 

年齢 性別 本人と家族（扶養）人数

（  内お子様の人数　　　 人）

申込日

ご職業

フリガナ

会社名

所在地

電　話 内線

人
入　社
年　月

フリガナ

会社名

所在地

【出向、派遣、副業先：  有　・　無  】※“有”を選択された方は下の欄をご記入ください。

会社事
業内容

　　　　　　年　　　  月　　　  日
フリガナ

千円 千円 千円

うち自己負担

千円
千円

＜現在のお借入状況＞

＜ご返済用預金口座のお届け＞

＜暗証番号のお届け＞

お借入状況につい

てご記入ください。

金融機関
（うち住宅ローン）
信販・クレジットカード会社
消費者金融会社

件
件
件
件

千円
千円
千円
千円

件 千円合計

〒　　　　－

（　　　　  ）　　　　  －

（　　　　  ）　　　　  －

（　　　　  ）　　　　  －

都　道
府　県

1.　ご本人
2.　（　　　　）

1.　ご本人
2.　（　　　　）

1.　事務
2.　営業
3．　販売
4．　労務
5．　運転手
6．　技能

1.　社会保険
2.　組合保険
3．　共済保険
4．　日雇保険
5．　船員保険
6．　国民健康保険

1.　固定給
2.　一部歩合給

電話番号

  7.　技術
  8.　個人経営
  9．　法人経営
10．　接客

お仕事の内容 保険種類

収入形態 年収

市　区
　　郡

氏名

（アパート・マンション名、部屋番号等までご記入ください。）

1.新規申込  2.利用限度額増額申込 太ワクの中をご本人さまがすべてご記入ください。

（有・無）

申込区分
フリ
ガナお

　
名
　
前

旧
　
　
姓

お

住

ま

い

住
宅
ロ
ー
ン
ご
利
用
の
場
合

毎
月
の
家
賃

毎
月
の
使
用
料

ご
　
住
　
所

自
宅

携
帯

名
義

名
義

申
　
込
　
人

電
　
　
話 （ ） うち自己負担

千円（ ）

〒　　　　－ 都　道
府　県

年　　月

市　区
　　郡

社
員
数

出
向
先

（　　　　  ）　　　　  －

お
申
込
ご
本
人
に
つ
い
て

お
勤
め
先
に
つ
い
て

□支　店
□出張所ご返済用預金口座

（ご本人名義に限ります）

四国銀行
普通預金 口座

番号

暗証番号の決定にあたっては、暗号
届（3枚目）に記載しておりますご注意
いただきたい事項をご参照ください。

暗証
番号 3枚目にご記入ください。3枚目にご記入ください。

※

審
査
の
結
果
、ご
希
望
に
添
い
か
ね
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。そ
の
場
合
、本
申
込
書
は
ご
返
却
で
き
ま
せ
ん
の
で
、あ
わ
せ
て
お
含
み
お
き
く
だ
さ
い
。

(お客さま控)
４枚目

□年金受給者（受給開始年月：　　年　　月）　□専業主婦

下記全項目をご記入ください
「保険種類」「年収」のみご記入ください

振込による借入を希望する。 ご契約と同時に振込によるお借入れを
希望される方は「○」をご記入ください。

お振込口座 上記ご返済用預金口座と同一になります。

振込借入希望金額（1万円単位） 万円

ご契約と同時（カード到着前）にお借入れを希望される方は、以下の欄にご記入ください。
なお、お借入希望額がご利用限度額を超える場合は、ご利用限度額とさせていただきます。

＜お振込希望額＞

1.　新聞　2.　テレビ・ラジオ
3.　インターネット（広告、当行HP、ブログ、SNS、ポータルサイト、他）
4.　銀行（ポスター、ATM、ホームページ、ダイレクトメール、他）
5.　交通機関（電車、バス、他）　6.　紹介（知人、行員、他）
7.　その他（

アンケート（4’Sを何でお知りになりましたか？）

持家 賃貸 社宅
1． 自己所有一戸建て
2． 自己所有マンション
3． 家族所有一戸建て
4． 家族所有マンション

1． 一戸建て
2． マンション
3． アパート
4． 公団
5． 公営

1． 一戸建て
2． マンション
3． アパート
4． 寮

毎月返済

ボーナス返済（年間）

入居年月 年　　　月

  3.　完全歩合給

F A X
の場合

FAX送信ページ1～3、本人確認書類の写し（※1）、収入証明書類の写し（※2）を送信してください。
※1：運転免許証・健康保険証・パスポート等　※2：ご希望のご利用限度額に応じて、収入証明書類が必要となる場合がございます。詳しくは0120-045-989へご確認ください。

088‒822‒5081

昭和・平成・令和

昭和
平成
令和

2022. 03

万円
※専業主婦の方は世帯年収

□正社員　 □自営業　 □嘱託・派遣・契約社員　 □アルバイト　 □パート　 □期間工・季節工



第１条（借主との契約の成立）
１．借主は、四国銀行カードローン４’Ｓ取引規定（以下「ローン規定」という。）及び四国銀
行ローンカード規定（以下「カード規定」という。）を承認のうえ（以下ローン規定とカ
ード規定をあわせて「本規定」という。）、アコム株式会社（以下「保証会社」とい
う。）を連帯保証人として、株式会社四国銀行（以下「当行」という。）に所定の申込書
により四国銀行カードローン４’Ｓの契約（以下「基本契約」という。）の申込みをします。

２．当行が借主の申込みを受け、審査のうえ利用を認めた場合に基本契約が成立します。
３．本規定は、基本契約の内容となります。
４．基本契約は、当行本支店のうちいずれか一店のみで一人一口に限り締結できるものとします。
第２条（取引方法）
１．基本契約に基づく取引（以下「この取引」という。）は当座貸越取引であり、第６条、第
７条、第8条、第9条及び第10条に定める方法でその取引を行います。

２．この取引は、小切手・手形の振出し、又は引受け、もしくは公共料金等の自動支払いを行
いません。

３．この取引に使用する当行所定の機器に障害が生じた場合、その他相当の事由のある場合は、
この取引を一時的に中止する場合があります。また、当行に故意又は重大な過失がない場
合には、当行は免責されるものとします。

４．この取引における取引印は、借主が別途返済用口座として指定する当行の借主名義の普通
預金口座（以下「返済用預金口座」という。）の届出印と同一とし、返済用預金口座の届
出印が変更された場合は、この取引における取引印も当然に変更されるものとします。

第３条（利用限度額）
１．借主は、基本契約の利用限度額の範囲内で繰り返しこの取引による借入れができるものと
します。基本契約の利用限度額は、当行が決定し借主に通知します。

２．当行は、前項の利用限度額をいつでも減額又は増額できるものとします。この場合、当行
は変更後の利用限度額及び変更日を借主に通知します。

３．当行がやむを得ないものと認めて利用限度額を超えて当座貸越を行った場合にも本規定が
適用されるものとし、借主は、当行からの請求があり次第直ちに利用限度額超過金額を返
済するものとします。

第４条（契約期限等）
１．借主は、基本契約成立の日（当行がこの取引の開始手続きを行った日）の１年後の応当日
が属する月の月末日までの期間、新たな借入れを行うことができるものとします。ただし、
期間満了日の前日までに当事者の一方から期限延長しない旨の意思表示がない場合には、
更に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。

２．借主は、当行が前条及び前項の審査等のための資料の提供又は報告を請求したときは、直
ちにこれに応じるものとします。なお、財産・収入等について重大な変化が生じたとき、
又は生じるおそれのあるときは、借主は、当行から請求がなくても遅延なく報告するもの
とします。

３．期間満了日の前日までに当事者の一方から期限延長をしない旨の申出がなされた場合は次
によることとします。

（１）期間満了日の翌日以降、借主は新たな借入れはできないものとします。
（２）当座貸越元金・貸越利息・遅延損害金等（以下「貸越元利金等」という。）は、本規定

の各条項に従い返済し、貸越元利金等が完済された日に基本契約は当然に終了するもの
とします。

（３）期間満了日に貸越元利金等がない場合は、期間満了日の翌日に基本契約は当然に終了す
るものとします。

第５条（満68歳以降の取り扱い）
前条第１項にかかわらず、満68歳の誕生月の月末日を最終取引期限とし、以後の期限延長は行
わないものとします。なお、満68歳の誕生月の月末日（最終取引期限）を経過した場合は、前
条第３項各号を準用します。
第６条（借入方法）
この取引による借入れは、次の方法によるものとします。
１．借主が、カード規定の定めるところによりＡＴＭを使用して、この取引の当座貸越口座
（以下「カードローン口座」という。）から出金する方法。

２．その他当行が認めた方法。
第７条（貸越利率等）
１．この取引の貸越利率は、当行所定の利率（保証会社の保証料相当額を含む年率。以下「貸
越利率」という。）とします。

２．貸越利息は、付利単位を100円とし、前回利息徴収日から利息徴収日前日までの利息を貸
越利率および当行所定の方法により計算し、毎月５日（銀行休業日の場合は翌営業日）に
当座貸越元金に組み入れるものとします。

３．本契約による債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は、年14.6％（年365日の
日割計算）とします。

４．金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は、貸越利率及び遅延損害金の割
合を変更することができるものとします。この場合、変更の内容は当行の本支店やホーム
ページ等に掲示するものとし、借主への通知は不要とします。

５．当行は、貸越利率を当行所定の基準及び方法により優遇することができるものとします。
この場合、当行はいつでもその優遇利率の変更又は中止をすることができるものとします。

第8条（約定返済額）
１．借主は、毎月５日（銀行休業日の場合は翌営業日）（以下「約定返済日」という。）に約
定返済日前日の当座貸越残高に応じて次の約定返済額を返済するものとします。

２．約定返済が遅延している場合、借主は新たな借入れはできないものとします。
第9条（約定返済の自動支払）
１．前条による約定返済は、自動引落しの方法によるものとします。借主は、約定返済日まで
に返済用預金口座に約定返済相当額以上の金額を入金するものとし、当行は、約定返済日
に、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず引落しのうえ、返済にあてるものと
します。

２．借主の返済用預金口座への入金が遅延した場合には、当行は、入金後いつでも前項の取扱
いができるものとします。

３．約定返済日時点で、返済用預金口座の残高が約定返済の額に満たない場合には、当行は約定
返済の一部にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの引落しは行わないものとします。

第10条（任意返済）
１．借主は、約定返済のほかカードローン口座に直接入金する方法により、随時任意の金額を
当座貸越残高（以下「貸越残高」という。）に充当し返済することができます。ただし、
証券類はカードローン口座へ直接入金できないものとします。

２．カードローン口座への入金額が貸越残高を超える場合は、ＡＴＭ・営業店窓口とも入金が
出来ません。

第11条（期限前の全額支払義務）
１．借主は、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行からの通知催告等がなくても、こ
の取引による一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに貸越元利金等の全額を
支払うものとします。

（１）約定返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたっても返済しなかったとき。
（２）保証会社から保証の中止又は解約の申し出があったとき。
（３）支払の停止、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立てがあったとき。
（４）手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
（５）預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送

されたとき。
（６）借主が行方不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなくなったとき。
２．借主は、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行からの請求により、この取引によ
る貸越元利金等の全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金等の全額を支払うも
のとします。

（１）当行に対する債務の一つにでも返済が遅れているとき。
（２）当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
（３）借主が振り出しした手形の不渡かつ借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能とな

ったとき。（不渡り及び支払不能が6ヶ月以内に発生した場合に限る）
（４）この取引に関し当行に虚偽の資料提出又は報告をしたとき。
（５）借主が、暴力団員等もしくは第23条第１項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2

項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項に基づく表明・確約に関して虚偽
の申告をしたことが判明したとき。

（６）前各号のほか当行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
３．借主が住所変更の届出を怠り、又は当行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべ
き事由により、前項の請求が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期
限の利益が失われたものとします。

４．第２項第５号に規定する事由のいずれかが判明し期限の利益を失ったことにより、借主に
損害が生じた場合にも、借主は当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じ
たときは、借主がその責任を負います。

第12条（貸越の中止）
１．借主は、前条によりこの取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失った場合
は、新たな借入れはできないものとします。

２．前項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、当行はいつでも借
主の新たな借入れを中止することができるものとします。

第13条（解約等）
１．借主は、この取引を解約する場合、当行所定の解約依頼書に自署及び返済用預金口座の届
出印を押印のうえ当行に提出すると同時に、直ちにこの取引による貸越元利金等全額を返
済するものとします。

２．借主に第１２条第１項又は第２項各号のいずれか一つでも生じた場合は、当行はいつでも
この取引を解約することができるものとし、この場合、借主は直ちにこの取引による貸越
元利金等全額を返済するものとします。

３．第４条により基本契約が終了した場合、当行はこの取引を解約します。
第14条（当行による相殺、払戻充当）
１．この契約に基づく債務を履行しなければならない場合には、当行は、貸越元利金等と借主
の預金その他借主の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつ
でも相殺することができるものとします。

２．前項の相殺ができる場合には、当行は借主に代わり預金等の払戻しを受け、借主の債務の
弁済に充当することもできます。この場合には、当行は充当した結果を書面により借主に
通知します。

３．第１項による相殺又は第２項による払戻充当を行う場合において、債権債務の利息及び遅
延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は当行の定めによるも
のとします。

第15条（借主からの相殺）
１．借主は、弁済期にある借主の預金その他借主の当行に対する債権とこの契約に基づく債務
とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。

２．前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その
他の債権の証書、通帳は直ちに当行に提出するものとします。

３．第１項による相殺を行う場合における債権債務の利息及び遅延損害金の計算は、その期間
を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。

第16条（債務の返済等にあてる順序）
１．この債務の返済もしくは第14条により相殺又は払戻充当する場合において、当行に対する
債務全額を消滅させるに足りないときは、当行が適当と認める順序方法により充当するこ
とができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。

２．前条により相殺する場合において、当行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、

借主は、当行に対する書面をもって指定する順序方法により充当することができます。
３．借主が前項による指定をしなかったときは、当行が適当と認める順序方法により充当する
ことができ、借主はその充当に対して異議を述べることはできないものとします。

４．第２項の指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく
異義を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形又
は割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、当行の指定する順序方法により充当の
変更をすることができます。

５．第３項及び第４項によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については
期限が到来したものとして、当行は、その順序方法を指定することができるものとします。

第17条（危険負担、免責条項等）
１．借主が当行に対して差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない
事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票
等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、当行から請求を受けた
場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします。

２．この取引において、当行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、返
済用預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り
扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、
そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします。

３．第１項又は第２項において生じた損害又は費用については、当行の責めに帰すべき事由に
よる場合を除き、借主の負担とします。

４．当行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために
当行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。

第18条（成年後見人等の届出）
１．借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について補助、保佐、後見が開始
された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け
出るものとします。

２．借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、
直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。

３．借主又はその代理人は、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後
見監督人の選任がなされている場合にも、当行に対して第１項及び第２項と同様に届け出
るものとします。

４．借主又はその代理人は、第１項から第３項の各項の届出内容に変更又は取消が生じた場合
も、当行に対して同様に届け出るものとします。

５．第１項から第３項の各項の当行に対する届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。
第19条（届出事項の変更）
１．借主は、氏名、住所その他当行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに当行に対し
書面により届け出るものとします。

２．借主が、前項の届出を怠り、又は当行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき
事由により、当行からなされた通知又は書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通
常到達すべき時に到達したものとします。

第20条（報告及び調査）
１．借主は、当行が債権保全上必要と認めて請求したときは、信用状態について直ちに報告し、
また調査に必要な資料等を提供するものとします。

２．借主は、信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、当
行から請求がなくても遅延なく報告するものとします。

第21条（本規定の変更）
１．銀行は、民法の規定に従い本規約の変更をすることができます。
２．銀行は前項に基づき本規約を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行ホームページ
への掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。

第22条（合意管轄）
１．基本契約、及び基本契約に基づく借主と当行の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
２．この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁
判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第23条（反社会的勢力の排除）
１．借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴
力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団
等、その他これに準ずる者（以下これを「暴力団員等」という。）に該当しないこと、及
び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと
を確約します。

（１）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
（２）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
（３）自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってす

るなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
（４）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認め

られる関係を有すること。
（５）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有すること。
２．借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを
確約します。

（１）暴力的な要求行為。
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為。
（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
（４）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨

害する行為。
（５）その他前各号に準ずる行為。
第24条（会話内容の記録）
当行は、お客さまからのお申し出内容を正確に把握するため、基本契約の成立・不成立にかか
わらず、電話によるお客さまと当行の会話内容を録音により記録し、相当期間保管します。

以上

70,000円
80,000円
90,000円
100,000円
110,000円

400万円超450万円以内の場合
450万円超500万円以内の場合
500万円超600万円以内の場合
600万円超700万円以内の場合
700万円超800万円以内の場合

約定返済日前日の当座貸越残高 毎月の約定返済額
約定返済日前日の貸越残高、及び返済日前日までの利息

2,000円
4,000円
6,000円
8,000円
10,000円
15,000円
20,000円
30,000円
40,000円
50,000円
60,000円

2千円未満の場合
2千円以上10万円以内の場合
10万円超20万円以内の場合
20万円超30万円以内の場合
30万円超40万円以内の場合
40万円超50万円以内の場合
50万円超70万円以内の場合
70万円超100万円以内の場合
100万円超150万円以内の場合
150万円超250万円以内の場合
250万円超300万円以内の場合
300万円超400万円以内の場合
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第1条（保証委託の内容） 
1．私の委託に基づいてアコム株式会社（以下「保証会社」という。）が負担する保証債務
は、私が株式会社四国銀行（以下「銀行」という。）の「四国銀行カードローン４’Ｓ取
引規定」（以下「規定」という。）に基づいて、銀行に対して負担する借入元金、利息、
遅延損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。 

2．保証委託の期間は銀行との契約の期間と同一としますが、銀行との契約の期間が延長さ
れたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。 

第2条（保証債務の履行） 
1．保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なしに、
保証会社が弁済しても異議はありません。 

2．保証会社が前項の代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、本約款（＜個人情
報の取扱いに関する同意書＞を含む。以下同じ。）のほか、規定の各条項が適用される
ものとします。 

第3条（求償権） 
1．私は、保証会社の私に対する求償権について直ちに弁済するものとし、その範囲は履行
金額のほか、履行日以後の損害金および支払のために要した費用およびその他債権の実
行または保全のために要した費用を含むものとします。 

2．私は保証会社が代位弁済を実行した後、未払の残元本、利息、遅延損害金、費用に加え、
保証会社に対する求償権債務を弁済するまでの期間においては、保証会社の保証履行金
額に対して年14.5％（365日（うるう年は366日）の日割計算）による損害金を支払
うことに同意します。 

第4条（事前求償） 
1．私が下記の各号の1つにでも該当した場合には、第2条による代位弁済前といえども求償
権を行使されても異議はありません。 
（1）弁済期が到来したとき、または主債務の期限の利益を失ったとき 
（2）仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があった

とき 
（3）租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき 
（4）支払を停止したとき 
（5）手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分があったとき  
（6）保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき  
（7）その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき 

 
第5条（中止・解約・終了） 
1．原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理
由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができ
ます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代
えるものとします。 

2．私が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成
員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、そ
の他これに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）であることが判明した場
合、および下記の各号の1つにでも該当した場合には、保証会社はこの保証を解約する
ことができます。 
（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 
（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 
（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える

目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有
すること 

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい
ると認められる関係を有すること 

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべ
き関係を有すること 

（6）私が銀行もしくは保証会社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用
いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは
保証会社の信用を毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害したとき、
その他これらに類するやむをえない事由が生じた場合 

3．前項および前々項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債
務の弁済その他必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。 

4．私と銀行との間の規定に基づく契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託
契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あて
に返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。 

第6条（弁済の充当順位） 
1．私の弁済した金額が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、
保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。 

2．私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、
私の弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める
順序方法により充当して差し支えありません。 

 
第7条（通知義務・書類等の提出） 
1．私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある
事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出をします。  

2．私は、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了する
まで、保証会社による私の財産、収入、信用等に関する調査に協力するとともに、当該
調査に何ら異議を述べません。  

3．前第1項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着
し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとします。  

第8条（信用情報機関の登録） 
私は、本約款に基づく契約に関する会員の個人情報（氏名、生年月日、住所、電話番号、
勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等
の情報）を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関は、当該個人情報
をそれぞれが定める一定期間登録します。 
(注)　詳しくは、「個人情報の取扱いに関する同意書」に記載しています。 

第9条（住民票等の取寄せ） 
保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄
せることを承諾します。 

第10条（費用の負担） 
保証会社が第2条第1項の弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した
費用およびこの契約から生じた一切の費用は、私の負担とし、保証会社の請求により直ち
に保証会社に支払います。 

第11条（公正証書の作成） 
私は、保証会社が請求したときには、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承
認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続をとるものとします。 

第12条（本約款の変更） 
１．保証会社は、民法の規定に従い本約款の変更をすることができます。
２．保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、変更内容および変更日を銀行または保
証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知又は公表します。

 
第13条（債権の譲渡） 

私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとし
ます。 

第14条（管轄裁判所の合意） 
私は、この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず保証会
社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所
とすることに合意します。
 

以上 
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株式会社四国銀行　御中
アコム株式会社　　御中

第１条（個人情報の利用目的）  
 私は、四国銀行カードローン４’Ｓ（以下「本カードローン」という。）の申し込み（本カー
ドローンの保証委託契約の申し込みを含む。以下「本申し込み」という。）にあたり、個人
情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）に基づき、本申し込みおよび本
申し込みによる契約(以下「本契約」という。)にかかる情報を含む私の個人情報および個人
関連情報を、株式会社四国銀行（以下「銀行」という。）およびアコム株式会社（以下「保
証会社」という。）が以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同
意します。 

（1） 銀行における個人情報の利用目的 ＜業務内容＞  
（Ａ）預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務  
（Ｂ）公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託代理店業務、社債業

務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれら
に付随する業務  

（Ｃ）その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 
（今後取り扱いが認められる業務を含む）  
 
＜利用目的＞  
銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下利用目的で利用し
ます。  
（Ａ）各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受付のため  
（Ｂ）法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等

の確認のため  
（Ｃ）預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため  
（Ｄ）融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため  
（Ｅ）適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断

のため  
（Ｆ）与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業

務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため  
（Ｇ）他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等におい

て、委託された当該業務を適切に遂行するため  
（Ｈ）私との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため  
（Ｉ）市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研

究や開発のため  
（Ｊ）ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等、金融商品やサービスに関する各種ご

提案のため  
（Ｋ）提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため 
（Ｌ）各種お取引の解約やお取引解約その他終了後の事後管理、または金融商品やサービス

に関する業務の改善を図るための判断資料とするため 
（Ｍ）その他、私との取引を適切かつ円滑に履行するため 
ただし、銀行は特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当
該利用目的以外で利用しないものとします。  
○　銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要
者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・
第三者提供しないものとします。  

○　銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または
犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認め
られる目的以外の目的に利用・第三者提供しないものとします。  

（2） 保証会社における個人情報の利用目的 
（Ａ）与信判断のため  
（Ｂ）与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため  
（Ｃ）与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差し入れその他の取引のため  
（Ｄ）保証会社と申込者との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため  
（Ｅ）与信にかかわる商品およびサービスのご案内のため  
（Ｆ）保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究お

よび開発のため  

（3）銀行および保証会社は、本人確認資料として提出された運転免許証等に記載の記号番号等
を本人確認のため収集・利用することがあります。  

第２条（個人情報の銀行と保証会社との相互提供）  
1．私は、本申し込みおよび本契約にかかる情報を含む私に関する第2項および第3項の情報を、
第2項および第3項に記載する目的の達成に必要な範囲で、銀行と保証会社が相互に提供し、
利用することに同意します。  

2．銀行より保証会社へ提供される情報 
（1）氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する

情報、 借入要領に関する情報等、申込書ならびに付属書類等本申し込みにあたり提出
する書類、入力データや画面に掲載の全ての情報ならびに口頭で告知する情報

（2）銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、 保証会社における
取引管理または取引上の権利の保全に必要な全ての情報  

（3）銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本契約に関する情報  
（4）延滞情報、破産等の情報を含む本契約に基づく債務の弁済に関する情報  
（5）借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等、銀行が保証会社に対して代位弁済を

請求するにあたり必要な情報  

＜提供された情報の保証会社における利用目的＞  
（Ａ）申し込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定のため  
（Ｂ）保証取引の継続的な管理のため  
（Ｃ）法令等や契約上の権利の保全、行使や義務の履行のため  
（Ｄ）保証会社内部における市場調査等研究開発、保証基準の見直しのため  

（Ｅ）取引上必要な各種郵便物の送付のため  
（Ｆ）その他私との取引の適切かつ円滑な履行のため  
 
3.   保証会社より銀行へ提供される情報
（1）氏名、保証会社での保証審査の結果に関する情報  
（2）保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報  
（3）保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理

または 取引上の権利保全に必要な情報  
（4）銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
（5）保証会社において代位弁済を完了した後の求償債権の回収状況や担保目的物の処分等に

関わる情報  

＜提供された情報の銀行における利用目的＞  
第１条(1)に記載の利用目的 

第３条（個人関連情報の第三者取得）  
私は、保証会社が第三者から個人関連情報を個人データとして取得し、次のとおり取扱うこ
とに同意します。
１．電話接続状況履歴の取得
保証会社は、サービス提供会社から電話接続状況履歴（全国の固定電話および携帯電話
の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれていま
す。）の提供を受け、お客さまの個人データとして取得し、保証会社の与信ならびに与
信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のために利用します。

第４条（債権譲渡）  
本契約によるローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転す
ることがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要
な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権
管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。 

第５条（個人信用情報機関の利用・登録等）  
1.   私は、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情
報機関に、私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等
の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。) が
登録されている場合には、銀行および保証会社がそれを与信取引上の判断（銀行は銀行法
施行規則第13条6の6等に基づく、返済能力または転居先の調査をいう。保証会社は貸金
業法等により、返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。）のために利用することに同意
します。 

2.   銀行および保証会社が本申し込みに関して加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私は、
その利用した日および本申し込みの内容等が同機関に第3項の表の期間登録され、同機関の
加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。 

3.   私は、本契約に基づく以下の個人情報（本人を特定する情報（氏名、生年月日、電話番号お
よび運転免許証等の記号番号等）、ならびに申し込み日および申し込み商品種別等の情
報。）が、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同
機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって、自己の与信取引上の判断のために
利用されることに同意します。 

4.   私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加
盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のた
めに必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供ま
たは利用されることに同意します。 

第６条（銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関と同機関と提携する個人信用情報機関
の名称等）  
 銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関（○で表記）と同機関と提携する個人信
用情報機関（△で表記） の名称等は下表の通りです。各機関の加盟資格、会員名等は各機
関のホームページに掲載されております。 
なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。（銀行およ
び保証会社ではできません。） 

第７条（個人情報の利用・提供の停止）  
銀行および保証会社は、第1条(1)銀行の利用目的(J)(K)、(2)保証会社の利用目的(E)に基
づくダイレクトメールの発送・電話によるご案内等については、私から個人情報の利用・
提供の停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を停止
する措置をとります。  

第８条（本同意事項に不同意の場合）  
銀行および保証会社は、申込者等が本申し込みおよび本契約に必要な記載事項（契約書表
面で契約者が記載すべき事項）の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部ま
たは一部を承認できない場合、本申し込みおよび本契約をお断りすることがあります。た
だし、第１条（1）(I)(J)(K)に同意しない場合でも、これを理由に銀行および保証会社が本
申し込みおよび本契約をお断りすることはありません。  

第９条（開示・訂正等）  
個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）に規定する開示、訂正、
利用・提供の停止の手続については、銀行および保証会社はホームページに掲載します。
なお、第5条に規定する個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い
ます。 

第１０条（会話内容の記録）
私は、銀行が私の申し出内容を正確に把握するため、本契約の成立・不成立に関わらず、
電話による私との会話内容（私が第1条に規定する特別の非公開情報を話す場合を含みま
す）を、録音により記録し、相当期間保管することに同意します。

第１１条（お問い合わせ窓口について）
保証会社の窓口　アコム株式会社お客さま相談センター
TEL0120-036-390
当社は、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、情報セキュリティ管理責任者
（情報セキュリティリスク管理部署の担当役付執行役員）を設置しております。
※当社が会員となる個人情報の保護に関する法律に基づく認定個人情報保護団体は以下の
とおりです。
●日本貸金業協会･･･貸金業相談・紛争解決センター：0570-051-051（受付時間9：00～
17：00　休：土、日、祝日、年末年始）
●一般社団法人日本クレジット協会･･･相談受付電話：03-5645-3360 

以  上 

個人信用情報機関名

全国銀行個人信用情報センター ○ 

△ 

△ 

△

○

○

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 
TEL03-3214-5020 

https://www.cic.co.jp/ 
TEL0120-810-414または0570-666-414

https://www.jicc.co.jp/ 
TEL 0570-055-955

株式会社シー・アイ・シー（ＣＩＣ）
（割賦販売法および貸金業法に
基づく指定信用機関） 

株式会社日本信用情報機構
（ＪＩＣＣ）（貸金業法に基づく指定
信用情報機関） 

ホームページアドレス・電話番号 銀行 保証
会社

①全国銀行個人信用情報センター
登録情報

氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便
不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等
の本人情報
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内
容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回
収手続、解約、完済等の事実を含む)。
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日
及び本契約又はその申込みの内容等

不渡情報

官報情報

登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨

本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人
申告情報

第１回目不渡は不渡発生日から６か月を超えない期
間、取引停止処分は取引停止処分日から５年を超え
ない期間

破産手続開始決定等を受けた日から１０年を超えな
い期間

当該調査中の期間

本人から申告のあった日から5年を超えない期間

本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人
申告情報

登録日から５年以内

下記の情報のいずれかが登録されている期間

当該利用日から1年を超えない期間

本契約期間中及び本契約終了日(完済していない
場合は完済日)から５年を超えない期間

登録期間

②株式会社シー・アイ・シー
登録情報

氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務
先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人
確認を特定するための情報
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及
びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容
に関する情報
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、
完済日、延滞等支払い状況に関する情報

本契約に係る申込みに関する情報 個人信用情報機関に照会した日から6か月間

下記の情報のいずれかが登録されている期間

契約期間中及び契約終了後5年以内(ただし、債務
の支払いを延滞した事実については、契約期間中
及び契約終了後5年間)

登録期間

③株式会社日本信用情報機構
登録情報

氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、
勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等
の本人確認を特定するための情報

契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付
金額、保証額等の契約内容に関する情報及
び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延
滞、延滞解消等の返済状況に関する情報

債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、
破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する
情報

氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記
号番号、並びに申込日及び申込商品種別等申
込み事実に係る情報

契約継続中及び契約終了後5年以内（ただし、債権
譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生
日から1年以内）

当該照会日から6ヵ月以内

下記の情報のいずれかが登録されている期間

契約継続中及び契約終了後5年以内

登録期間

本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人
申告情報

登録日から５年以内
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１．（カードの発行）
ローンカード（以下｢カード｣という。）は、カードローン契約（以下｢ローン契約｣とい
う。）にもとづき、当行が発行するものとします。

２．（カードの利用）
カードは、当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を
提携した金融機関等（以下｢提携銀行｣という。）の現金自動支払機（現金自動預入払出兼
用機を含む。以下｢支払機｣という。）を使用し当座貸越口座（以下「ローン口座」とい
う。）から借入れおよび返済に利用することができます。
※ ただし一部利用できない提携銀行もあります。

３．（支払機による借入れ）
（１）支払機を利用して借入を行うときは、支払機にカードを挿入し、画面の案内にしたが

って操作して下さい。この場合、通帳およびカードローン当座貸越請求書（以下｢請
求書｣という。）の提出は必要ありません。

（２）支払機による借入れは、円単位まで取扱可能な支払機を利用する場合は円単位、千円
単位まで取扱可能な支払機を利用する場合は千円単位とします。また、提携金融機関
の支払機を利用した場合は千円単位とします。ただし、提携金融機関の支払機を利用
してローンカード使用により振込を行う場合には、円単位での利用ができます。

（３）支払機により借入れを行う場合は、その金額と5条の手数料金額の合計額が、ローン
口座の借入れできる範囲をこえるときは借入れることができません。

４．（随時のご返済）
（１）支払機を利用して随時のご返済をするときは、支払機にローンカードを挿入し、画面

の案内にしたがって操作して下さい。
（２）支払機による随時のご返済は、円単位まで払戻可能な支払機を利用する場合は円単位、

千円単位まで払戻可能な支払機を利用する場合は千円単位とします。
（３）支払機による随時のご返済は銀行が定めた範囲内とします。

５．（手数料）
（１）当行の支払機を使用して借入れを行う場合は、当行が定めた時間帯に限り、所定の手

数料を支払ってください。この手数料は、借入れ時に通帳および請求書なしでローン
口座から自動的に引落します。

（２）提携銀行の支払機を使用して借入れを行う場合に、提携銀行が所定の手数料を定めて
いるときは、提携銀行に対して手数料を支払って下さい。この手数料は、借入れ時に
通帳および請求書なしでローン口座から自動的引落しのうえ、当行から提携銀行へ支
払います。

６．（カードの紛失、届出事項の変更届等）
（１）カードを失ったとき、または氏名、住所、暗証番号等の届出事項に変更があったとき

は、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害
については、当行は責任を負いません。

（２）カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。こ
の場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

７．（暗証番号照合等）
支払機によりカードを確認し、支払機操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との
一致を確認のうえ払出した場合には、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その
他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。

８．（カードの有効期限）
カードの有効期限は、ローン契約に定める契約期限とします。ローン契約の契約期限を延
長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。ローン契約に定める当行との約
定によりこの取引が終了した場合には、使用中のカードは無効とします。

９．（解約等）
（１）この取引の解約または終了に際しては、カードを当行に返却してください。
（２）カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その

利用を中止することがあります。この場合、当行からの請求があり次第、直ちにカー
ドを当行に返却してください。

10．（譲渡、質入れ等の禁止）
カードは譲渡、質入または貸与することはできません。

11．（規定の適用）
この規定に定めの無い事項については、ローン契約、普通預金規定、総合口座規定および
キャッシュカード規定により取扱います。
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